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茨木市

〈南目垣・東野々宮町地区〉

○大阪府決定

府案件第41号 北部大阪都市計画区域区分の変更

○茨木市決定

議第113号 北部大阪都市計画用途地域の変更

議第114号 北部大阪都市計画高度地区の変更

議第115号 北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更

議第116号 北部大阪都市計画下水道の変更

議第117号 北部大阪都市計画土地区画整理事業の決定

議第118号 北部大阪都市計画地区計画の決定



茨木市

１ 対象地区

２ 都市計画決定・変更の必要性と目的

３ 都市計画決定・変更の内容

４ 都市計画の手続き
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茨木市1 対象地区

区域区分 市街化調整区域

用途地域 無指定

高度地区 無指定

防火地域及び
準防火地域

無指定

高
槻
市

摂
津
市

環境衛生センター

（都
）茨
木
寝
屋
川
線

安
威
川

南目垣

東野々宮町

茨木市

対象地区

高
槻
市

摂津市

対象地区面積：約 74.8 ｈａ

阪急茨木市駅

約２km



茨木市２ 都市計画決定・変更の必要性と目的

都市づくりテーマプラン②

無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地整備を進める

行政施策の
展開方針

社会経済情勢に応じた土地利用誘導の検討

幹線道路沿道の立地ポテンシャルを活かした都市的土地利
用と営農環境の維持・向上が図られるよう誘導します。

地区計画や土地区画整理事業等による地域の特性に応じた市
街地形成

地区計画や土地区画整理事業等の制度を活用し、地域特
性に応じた都市づくりを推進します。

●茨木市都市計画マスタープラン

主要幹線道路である都市計画道路・十三高槻線沿道の立地ポテ
ンシャルを活かしたまちづくりの実現を図るため、組合施行の土地
区画整理事業に向けた地権者の取組みを支援



茨木市２ 都市計画決定・変更の必要性と目的

南目垣・東野々宮町地区の組合区画整理事
業に向けた取組み経過

平成25年３月 地権者の土地利用意向調査を実施

平成25年３月～平成26年３月（勉強会５回）

平成25年12月 土地利用意向に関する土地利用意

向調査②を実施

平成26年５月 「目垣・東野々宮町地区まちづくり協

議会」の設立

⇒業務代行方式による組合土地区

画整理事業を目指す

平成26年12月 ㈱竹中土木を事業化検討パートナー

に決定

平成29年２月 「茨木市南目垣・東野々宮土地区画

整理準備組合」設立

平成29年５月 ㈱リクシルビバと日本ＧＬＰ㈱を進出

企業の核に決定

平成29年９月 ㈱竹中土木を一括業務代行予定

者に決定

平成30年12月 土地利用計画（案）を準備組合総会で承認

凡 例

商業用地

物流用地

業務用地

農地

公園・緑地

鉄塔用地

土地利用計画図（案)



茨木市

●都市計画決定・変更の必要性・目的

対象地区の一部において、土地区画整理事業による計画的な都市的

土地利用の形成が確実と見込まれることから、地区特性に応じた都市

づくりを進め、地域の課題解決や活性化を図ることを目的として、周辺

の既成市街地の区域も含めて、必要な都市計画決定・変更を行う。

２ 都市計画決定・変更の必要性と目的

●まちづくりの方向性

地域の課題解決

商業施設と農業の
共生共存

広場と一体となった
交流・賑わいの形成

防災機能の充実

など



茨木市

■将来イメージパース

※このイメージパースは現時点での案であり、確定したものではありません。

２ 都市計画決定・変更の必要性と目的
■まちづくりコンセプト

サスティナブル・コア 南目垣・東野々宮町

•交流・にぎわい形成
•食材の地産地消
•緊急時支援物資提供
•緊急時対応設備
•雇用創出 など

自己利用ゾーン
•緊急時避難
•緊急時支援物資提供
•雇用創出 など

物流ゾーン

商業ゾーン

環境衛生センター農地ゾーン



茨木市３ 都市計画決定・変更の内容

３－１ 区域区分の変更の内容 （大阪府決定）

現行 変更案

市街化調整区域
面積：約 74.8 ha

市街化区域
面積：約 74.8 ha



茨木市

計画図

土地区画整理
事業計画区域

面積：約 28.2 ha

３ 都市計画決定・変更の内容
３－２ 土地区画整理事業の内容 （茨木市決定）

名称 南目垣・東野々宮土地区画整理事業

面積 約 28.2 ha

公
共
施
設
の
配
置

道路

都市計画道路十三高槻線と都市計画
道路富田目垣線の交差点部について、
新たに区画道路（幅員19.5ｍ~7ｍ）を接
続するため、適正に交差点の改築を行
う。また、この区画道路を地区内基幹道
路とし、土地利用及び街区構成等を考
慮して区画道路（幅員8～4.8ｍ）を適正
に配置する。
また、歩行者の安全性を確保するため、
地区内基幹道路沿道に歩道状空地を
配置するとともに、特殊道路として、歩
行者専用道路を配置する。

公園及び
緑地

緑地は、地区外からの視覚など、周辺
環境へ配慮して地区外周部に整備する。
立地する施設と一体となって、多くの
人が利用できる広場状空地を確保する。

その他の
公共施設

本地区の下水道は、公共下水道の計画
にあわせて整備する。

宅地の整備

都市計画道路十三高槻線沿道の街区
は商業系及び流通系、その他は流通系、
業務系及び農地を基本とし、適正な街
区が構成されるよう整備する。



茨木市

現行 変更案

無指定
面積：約 74.8 ha

準工業地域
面積：約 74.8 ha
建ぺい率 60％
容積率 200％

３ 都市計画決定・変更の内容

３－３ 用途地域の変更の内容 （茨木市決定）



茨木市

現行 変更案

無指定
面積：約74.8 ha

第五種高度地区
（絶対高さ22ｍ）
面積：約 74.8 ha

３ 都市計画決定・変更の内容

３－４ 高度地区の変更の内容 （茨木市決定）

22m22
(m)



茨木市

現行 変更案

無指定
面積：約 74.8 ha

準防火地域
面積：約 74.8 ha

３ 都市計画決定・変更の内容

３－５ 防火地域及び準防火地域の変更の内容 （茨木市決定）



茨木市

名 称 南目垣・東野々宮町地区地区計画 面 積 約 39.7 ｈａ

位 置 茨木市南目垣一丁目、南目垣二丁目、南目垣三丁目、東野々宮町、目垣二丁目地内

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地
区
計
画
の
目
標

本地区は、茨木市の南東部に位置し、広域的な幹線道路である都市計画道路十

三高槻線に接する交通利便性に優れた地域である。

この幹線道路沿道の立地ポテンシャルを活かすとともに、無秩序な市街地の拡大

を抑制し、社会情勢や地域の実情に応じた適切な土地利用を進めるため、土地区

画整理事業の実施と併せて、地区計画を定めることにより秩序ある良好な市街地の

形成と地域経済の活性化を図ることを目標とする。

土
地
利
用
の
方
針

秩序ある良好な市街地を形成するため、地区を区分してそれぞれ次のような土地利
用を図る。

(1) 施設導入地区 幹線道路沿道の立地ポテンシャルを活かした次世代型の物

流施設等の立地を誘導する。

(2) 業務地区 既存の流通業務施設や工場等の操業環境の維持増進が図られる

よう、適切な施設立地を誘導する。

(3) 商業地区 地域の暮らしを支え、地区全体に魅力と賑わいをもたらす商業施

設等の立地を誘導する。

地
区
施
設
の

整
備
の
方
針

１．秩序ある市街化を図るため、土地区画整理事業により、道路の整備を図る。
２．地区内の歩行者の安全性を確保するため、歩道状空地を配置する。

３．立地する施設と一体となって、多くの人が利用できる広場状空地を確保する。

４．地区内の安全な公共下水排水を確保するため、調整池を配置する。

建
築
物
等
の
整
備
の
方
針

１．建築物の用途及び壁面の位置等の制限を行うことにより、良好な市街地環境の
形成及び既存施設の操業環境の維持向上を図る。

２．施設導入地区については、幹線道路沿道の立地ポテンシャルを最大限かつ効

率的に発揮するため、「北部大阪都市計画高度地区計画書の規定による特例

許可に関する運用基準」に準じた制限内容を課すことで、高層の建築物の建築

を許容する。

３．緑化率の最低限度を定めることで、みどり豊かで周辺環境にも配慮した潤いの

ある良好な市街地環境の形成を図る。

４．屋外広告物の設置や垣又はさくの構造等の制限を行うことにより、景観の維持

及び向上を図る。

地区計画区域及び
地区整備計画区域

３ 都市計画決定・変更の内容
３－６ 地区計画の決定の内容 （茨木市決定）



茨木市

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

その他の公共空地 幅員 延長

1号歩道状空地 3.5 m 約 630 m

2号歩道状空地 3.5 m 約 190 m

3号歩道状空地 3.5 m 約 220 m

その他の公共空地 面積

1号広場状空地 約 0.3 ha

2号広場状空地 約 0.1 ha

3号広場状空地 約 0.2 ha

4号広場状空地 約 0.3 ha

その他の公共空地 面積

1号調整池 約 0.1 ha

2号調整池 約 0.1 ha

１号歩道状
空地

２号歩道状空地

３号歩道状空地

１号調整池

１号広場状空地

２号広場状空地

３号広場状空地

４号広場状空地

２号調整池

３ 都市計画決定・変更の内容
３－６ 地区計画の決定の内容 （茨木市決定）



茨木市

建

築

物

に

関

す

る

事

項

細区分 施設導入地区 業務地区 商業地区

面積 約 17.5 ha 約 13.9 ha 約 8.3 ha

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

１ 次の各号に掲げる建築物等は建築しては
ならない。
(1)一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住
宅、共同住宅、寄宿舎、下宿（ただし、建築物
内に設けられる施設利用者のための就寝用の
施設に供するものを除く。）
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車券売場その他これらに類
するもの
(3)自動車教習所
(4)学校（大学、高等専門学校、専修学校、各
種学校及び幼稚園（建築物内に設ける施設利
用者のためのもの）を除く。）
(5)神社、寺院、教会その他これらに類するも
の
(6)老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他
これらに類するもの
(7)公衆浴場
(8)ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ
れらに類するもの
(9)ホテル又は旅館
(10)劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラ
ブその他これらに類するもの
(11)キャバレー、料理店その他これらに類する
もの
(12)卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ご
み焼却場その他の処理施設（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産
業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業
の事業の用に供するものを含む）の用途に供するも
の
(13)コンクリートプラント、クラッシャープラント

２ 前項の規定は、本地区計画の都市計画が
告示された際、現に建築物の敷地として使用
されている土地について、その全部を一の敷
地とし、かつ同じ用途で建築する場合において
は適用しない。

１ 次の各号に掲げる建築物
等は建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅、長屋建
ての住宅、兼用住宅、共同住
宅、寄宿舎、下宿
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、
射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売り場その他これら
に類するもの
(3)学校（大学、高等専門学校、
専修学校、各種学校及び幼
稚園（建築物内に設ける施設
利用者のためのもの）を除
く。）
(4)ナイトクラブ
(5)キャバレー、料理店その他
これらに類するもの
(6)卸売市場、火葬場又はと蓄
場、汚物処理、ごみ焼却場そ
の他の処理施設（廃棄物の処
理及び清掃に関する法律に
規定する一般廃棄物処理業、
産業廃棄物処理業又は特別
管理産業廃棄物処理業の事
業の用に供するものを含む）
の用途に供するもの
(7) コンクリートプラント、クラッ
シャープラント

２ 前項の規定は、本地区計
画の都市計画が告示された
際、現に建築物の敷地として
使用されている土地について、
その全部を一の敷地とし、か
つ同じ用途で建築する場合に
おいては適用しない。

１ 次の各号に掲げる建築物等
は建築してはならない。
(1)一戸建ての住宅、長屋建ての
住宅、兼用住宅、共同住宅、寄
宿舎、下宿
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射
的場、勝馬投票券発売所、場外
車券売場その他これらに類する
もの
(3)自動車教習所
(4)学校（大学、高等専門学校、
専修学校、各種学校及び幼稚園
（建築物内に設ける施設利用者
のためのもの）を除く。）
(5)神社、寺院、教会その他これ
らに類するもの
(6)ナイトクラブ
(7)法別表第２（り）項に掲げるも
の
(8)卸売市場、火葬場又はと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場その他
の処理施設（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に規定する一
般廃棄物処理業、産業廃棄物処
理業又は特別管理産業廃棄物
処理業の事業の用に供するもの
を含む）の用途に供するもの
(9)コンクリートプラント、クラッ
シャープラント

２ 前項の規定は、本地区計画
の都市計画が告示された際、現
に建築物の敷地として使用され
ている土地について、その全部
を一の敷地とし、かつ同じ用途で
建築する場合においては適用し
ない。

３ 都市計画決定・変更の内容
３－６ 地区計画の決定の内容 （茨木市決定）



茨木市

施設導入地区 業務地区 商業地区

建築物の
高さの最
高限度

１ 次に掲げる全てを満たす場合、31ｍ
とする。

(1) 建築物の敷地面積が2000㎡以上

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面から、道路境界線（隅切り部分を除
く。）までの距離は２ｍ以上とし、隣地境
界線までの距離は６ｍ以上

２ 次に掲げる全てを満たす場合、43ｍ
とする。

(1) 建築物の敷地面積が5000㎡以上

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面から、道路境界線（隅切り部分を除
く。）までの距離は２ｍ以上とし、隣地境
界線までの距離は10ｍ以上

－ －

壁面の位
置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路
境界線（隅切り部分を除く。）までの距離は、１ｍ以
上とする。

建築物の外壁又はこれに
代わる柱の面から道路境界
線（隅切り部分を除く。）まで
の距離は、２ｍ以上とする。

垣又はさ
くの構造
の制限

道路に面する垣又はさくは、生け垣あるいはネットフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀
その他これらに類するものは築造してはいけない。ただし、次の各号に掲げるものに
ついてはこの限りでない。
(1) 高さ0.6ｍ以下のもの(2) 門(3) 門の袖でその長さが2.0ｍ以下のもの

形態又は
意匠の制
限

屋外に設置する広告物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自己の用に供するもの(2) 周辺の美観・風致を損なわないもの

建築物の
緑化率の
最低限度

10分の２

３ 都市計画決定・変更の内容
３－６ 地区計画の決定の内容 （茨木市決定）



茨木市

茨木市

高槻市

吹田市

摂津市

③宿久庄地区

①南目垣、東野々宮町地区

②西福井一丁目地区

下水道計画図（合流式及び一部分流式汚水）

３ 都市計画決定・変更の内容

３－７ 安威川流域関連公共下水道の変更の内容 （茨木市決定）

茨木市安威川流域関連公共下水道

茨木市淀川右岸流域関連公共下水道



茨木市

① 南目垣、東野々宮町地区

茨木市環境
衛生センター

面積 23.89ha

高槻市

摂津市

現都市計画決定区域

今回追加区域

３ 都市計画決定・変更の内容

３－７ 安威川流域関連公共下水道の変更の内容 （茨木市決定）



茨木市

② 西福井一丁目地区

農業用倉庫 開発
面積 0.13ha

現都市計画決定区域

今回追加区域

３ 都市計画決定・変更の内容

３－７ 安威川流域関連公共下水道の変更の内容 （茨木市決定）



茨木市

③ 宿久庄地区

住宅 開発
面積 0.12ha

現都市計画決定区域

今回追加区域

３ 都市計画決定・変更の内容

３－７ 安威川流域関連公共下水道の変更の内容 （茨木市決定）



茨木市４ 都市計画の手続き

都市計画決定・変更 告示 令和元年9月(予定)

令和元年8月(予定)

地元説明会

地区計画原案の縦覧
意見書の提出

市都市計画審議会

平成31年2月14日～28日
縦覧者1人、意見書0件

令和元年5月27日～6月10日
縦覧者0人、意見書0件

令和元年7月10日

土地区画整理事業、用途地域、高度地区、
防火地域及び準防火、下水道、地区計画

案の縦覧・意見書の提出 【法17条】

茨木市決定

府都市計画審議会

区域区分

公聴会 平成31年2月18日
公述なし

平成31年1月19日,20日
19日JA南支店 73人
20日市役所 14人

大阪府決定


